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環境関連法令の改正動向と

留意点（水質・土壌関係）

令和２年２月９日

静岡県くらし・環境部 環境局

生活環境課 大気水質班

令和２年度 公害防止管理者研修会
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Ⅰ 水環境関係法令の改正の経緯

Ⅱ 水質汚濁防止法の概要等

Ⅲ 水質汚濁防止法の改正

Ⅳ 土壌汚染対策法の概要

本日の説明事項

Ⅴ 環境保全行政の体制
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◆水質汚濁防止法制定(昭和45年)後の改正等
昭和４７年：水濁法改正（無過失損害賠償責任制度）
昭和５３年：水濁法改正（総量規制制度）
平成 元年：水濁法改正（地下水汚染対策、事故時の措置）
平成 ２年：水濁法改正（生活排水対策）
平成 ５年：環境基本法
平成１１年：ダイオキシン類対策特別措置法
平成１５年：土壌汚染対策法施行
平成１８年：水生生物の保全に係る環境基準の類型指定
平成２２年：水濁法改正（測定記録・保存、事故措置他）

：土対法一部改正（一定規模以上の土地形変届出等）
平成２３年：水濁法改正（地下水汚染の未然防止）
平成３０年：土壌汚染対策法改正

Ⅰ 水環境関係法令の改正の経緯
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Ⅱ 水質汚濁防止法の概要等

１ 水質汚濁防止法の概要

４ 水質汚濁事故

３ 水質の常時監視（公共用水域・地下水）

２ 立入検査の状況
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［法第１条］
この法律は、

② 生活排水対策の実施を推進すること等によつて、

① 工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下
に浸透する水の浸透を規制するとともに、

公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態が
悪化することを含む。以下同じ。）の防止を図り、もつて国民の
健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに

③ 工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康
に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任につ
いて定めることにより、被害者の保護を図ること

を目的とする。

5

Ⅱ-１ 水濁法の概要（目的）
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＜公共用水域＞

河川、 湖沼、 港湾、 沿岸海域 その他公共の用に供される水域及び
これらの水域に接続する公共溝渠、かんがい用水路等に接続する水路
（公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置しているものを除く。）

＜特定施設＞

次の① 又は ② の汚水又は廃液を排出する施設で、 政令で定めるもの。
①健康被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（有害物質）を含む
②政令で定める項目に関し生活環境を阻害するおそれがある程度のもの

＜特定事業場＞

特定施設を設置する工場又は事業場

＜排出水＞
特定事業場から公共用水域に排出される水

＜汚水等＞

特定施設から排出される汚水又は廃液
特定施設 その他の施設

特定事業場

汚水等

排出水

公共用水域

Ⅱ-１ 水濁法の概要（定義）

6
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環境基本法

類型あてはめ
（生活環境項目）

水質汚濁防止法

【常時監視】

環境基準（公共用水域）
（健康項目・生活環境項目）

排水基準 一律基準（国）（健康項目・生活環境項目）

上乗せ排水基準（都道府県）（第３条３項）

環境基準（地下水）
（健康項目）

地下浸透基準

公共用水域

地下水

都道府県による測
定計画

国・地方自治体に
よる常時監視

結果の公表

【報告徴収及び立入検査】
都道府県知事は、特定施設や有害物質貯蔵指定施設の状況や、汚水等の処理の方法その他必要な
事項に関し報告を求め、又はその職員に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件を
検査させることができる。

指定物質

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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【特定事業場への規制】（有害物質使用特定事業場を除く）

協力義務

計画変更命令等
設置等の届出

審査

事故時の措置の義務 応急措置命令

事故時の報告義務

有害物質の地下浸透 地下水浄化措置命令健康被害

改善命令等
違

反

排水基準遵守義務

排出水等の測定･記録･保存義務

命
令
違
反

罰

則

特
定
事
業
場

命令違反

命令違反

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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【有害物質使用特定事業場への規制】

協力義務

計画変更命令等
設置等の届出

審査

事故時の措置の義務 応急措置命令

事故時の報告義務

有害物質の地下浸透 地下水浄化措置命令健康被害

改善命令等
違

反

排水基準遵守義務

排出水等の測定･記録･保存義務

命令違反

命令違反

改善命令等
構造等の基準の遵守

地下浸透水の浸透制限

定期点検・記録・保存義務

命
令
違
反

罰

則

違
反

有
害
物
質
使
用
特
定
事
業
場

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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【有害物質貯蔵指定事業場への規制】

定期点検・記録・保存義務

協力義務

計画変更命令等
設置等の届出

審査

事故時の措置の義務 応急措置命令

事故時の報告義務

有害物質の地下浸透 地下水浄化措置命令健康被害

違
反

命令違反

改善命令等構造等の基準の遵守

命
令
違
反

罰

則

違
反

有
害
物
質
貯
蔵

指
定
事
業
場

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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【有害物質貯蔵指定施設以外の指定施設、貯油施設等への規制】

事故時の措置の義務 応急措置命令

事故時の報告義務

違
反

命
令
違
反

罰

則

貯
油
施
設
等

指
定
施
設

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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【生活排水対策】

国の責務都道府県の責務市町村の責務

国民の責務 生活排水を排出する者の努力

生活排水対策重点地域の指
定等（都道府県知事）

生活排水対策推進計
画の策定等（市町村）

計画の推進
（市町村）

指導・助言・勧告
（市町村）

【損害賠償】

工場・事業場から
事業活動に伴い

有害物質が、
汚水又は排出水に含まれて

排出又は地下へ浸透

人の生命・身体
を害した時

無過失損害
賠償責任

【総量規制制度】 (静岡県では指定地域なし)

指定水域・項目・
地域の指定

総量削減基本方
針の策定

総量削減計画の
作成（知事）

総量規制
基準

指導等

Ⅱ-１ 水濁法の概要（法体系）
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＜省令で定める排水基準（一律排水基準）＞

＜都道府県条例で定める排水基準（上乗せ排水基準）＞［法第３条第３項］

・ 水域を指定し、より厳しい排水基準を都道府県条例で定めることができる
・ １日当たりの平均的な排出水の量が５０㎥未満の排出水に対する基準等も設定
できる（裾下げ規制）
・一律排水規制にない項目についても排水規制を設定できる（横出し規制）

有害物質に関する排水基準
・全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場に対し一律の基準
・排出水の量を問わず適用される
（暫定排水基準が、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニ
ウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物、１・４-ジオキサン、カドミウム及びその化合物
において、一部業種に設定されている）

生活環境項目に関する排水基準
・全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場に対し一律の基準
・ １日当たりの平均的な排出水の量が５０㎥以上の場合に適用される
・ 窒素含有量と燐含有量の基準は、環境大臣が定める海域・湖沼及びこれらに流
入する公共用水域に排出される排出水に適用される

（暫定排水基準が、亜鉛、窒素・燐（海域）について、一部業種に設定されている）

Ⅱ-１ 水濁法の概要（排水基準）

13
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＜有害物質に関する一律排水基準＞
有害物質の種類 許容限

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L

シアン化合物 1mg/L

有機燐化合物
（パラチオン、メチル パラチオン、メチル
ジメトン及び EPNに限る。）

1mg/L

鉛及びその化合物 0.1mg/L

六価クロム化合物 0.5mg/L

砒素及びその化合物 0.1mg/L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀
化合物

0.005mg/L

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L

トリクロロエチレン 0.1mg/L

テトラクロロエチレン 0.1mg/L

ジクロロメタン 0.2mg/L

四塩化炭素 0.02mg/L

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L

有害物質の種類 許容限

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L

チウラム 0.06mg/L

シマジン 0.03mg/L

チオベンカルブ 0.2mg/L

ベンゼン 0.1mg/L

セレン及びその化合物 0.1mg/L

ほう素及びその化合物
海域以外10mg/L
海域 230mg/L

ふっ素及びその化合物
海域以外 8mg/L
海域 15mg/L

アンモニア、アンモニウム化合物亜硝
酸化合物及び硝酸化合物

(*)100mg/L

1，4-ジオキサン 0.5mg/L

(*) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
備考 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が

当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

Ⅱ-１ 水濁法の概要（排水基準（健康項目））
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◎暫定排水基準設定・見直し
排水基準見直しへの対応が著しく困難な場合などに、経過措置として、一定期間に
限って適用する暫定排水基準が設定される。

15

◎ほう素等の暫定排水基準の見直し
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水規準は令和元年６月に見直しされ、
業種及び対象物質ごとに、暫定排水基準の廃止、適応期間の延長及び暫定排水
基準の変更がされた。（詳細は別紙参照）

適応期間： 令和４年６月30日まで延期された。

◎カドミウムの暫定排水基準の見直し
カドミウムの暫定排水基準について、令和元年11月に見直しされ、２年間適用延長
となった。

金属鉱業

暫定排水基準：0.08mg/L 適用期間：令和３年11月30日まで）
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＜生活環境項目に関する一律排水基準＞
生活環境項目 許容限度

水素イオン濃度（pH） 海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L （日間平均 120mg/L）

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L （日間平均 120mg/L）

浮遊物質量（SS） 200mg/L （日間平均 150mg/L）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L

フェノール類含有量 5mg/L

銅含有量 3mg/L 

亜鉛含有量 2mg/L

溶解性鉄含有量 10mg/L

溶解性マンガン含有量 10mg/L

クロム含有量 2mg/L

大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3

窒素含有量 120mg/L （日間平均 60mg/L）

燐含有量 16mg/L （日間平均 8mg/L）

備考 １ この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
２ 生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量（COD）についての排水基準は、海域

及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
３ 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす

おそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
４ 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ

れがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

Ⅱ-１ 水濁法の概要（排水基準（生活環境項目））
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Ⅱ-１ 水濁法の概要（第３条第３項）

上乗せ排水基準（昭和４７年 条例第２７号）

◆水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき都道府
県が条例で規定する排水基準

⇒一律排水基準では水質の汚濁の防止上、十分でないと認め
られる水域がある場合に設定する。

⇒47都道府県全てで上乗せ排水基準を設定している。

⇒静岡県では伊豆水域から浜名湖水域までのほぼ全ての水域
において、業種・排出水量毎、必要な項目を設定している。

（BOD、ＣＯＤ、SS、亜鉛、銅、クロム等）
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全特定事業場

全特定事業場

のうち

日量50㎥以上

全特定事業場

のうち

有害物質使用

有害物質貯
蔵指定施設

条例届出

件数

静岡県 １１，２０９ １，４６９

（１３．１％）

６６３

（６．２％）

１７６ １１８

全 国 ２５８，５２３ ２８，１８２

（１０．９％）

１７，７２１

（６．８％）

３，８３７ －

Ⅱ-２ 立入検査等の状況（政令市含む県計）

特定施設の届出状況（平成３１年３月31日現在）
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立入検査数：政令市含む県計、（ ）内県分

年度 立入検査数 違反数

うち採水検査実施

H２２ ９９４（５８９） ８１３（４８８） ６１（３４）

Ｈ２３ １，００２（５９４） ８４８（４９３） ７６（３０）

Ｈ２４ １，０５４（５９４） ８７２（４９１） ８０（２９）

Ｈ２５ １，０９８（６２４） ８１４（４７２） ３８（２０）

Ｈ２６ １，０４８（６１６） ８２８（５００） ３５（２０）

Ｈ２７ ９６１（５２４） ７５８（４４２） ４６（１４）

Ｈ２８ １，０１８（５９９） ７７３（４８４） ３９（２１）

Ｈ２９ ８４３（３９１） ６０７（２８４） ２７（１２）

Ｈ３０ ８４１（４１３） ６０７（２７８） ３０（１７）

R1 ８０７（４００） ５２８（２７９） ２１（６）

20



食料品製造業

25%

し尿処理業

16%

金属製品及び機械

器具製造業

26%

化学工業

6%

旅館業

12%

その他

14%

立入検査数

400件

2121

立入検査数と違反件数（R１、県実施分）

業 種 件 数

食料品製造業 ５

し尿処理施設 １

合計 ６

違反件数
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◆常時監視：水濁法第１５条第１項
令和２年度１８０地点、２２，５２１点

◆測定計画：水濁法第１６条、毎年策定
◆公 表：令和元年度、県BOD,CODの達成率９３％
◆環境基準：健康項目（有害物質２７項目：重金属、

VOC他）
生活環境項目（pH、BOD、COD他）

◆水域類型：環境基本法第１６条第２項
の指定 ４２河川、２湖沼、５海域

Ⅱ-３ 水質の常時監視(公共用水域）
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◆昭和４５年（７項目）
ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒素、水銀、ｱﾙｷﾙ水銀

◆昭和５０年（１項目）
PCB

◆平成５年（１５項目）
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、
ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ

◆平成１１年（３項目）
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

◆平成２１年（１項目）
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 計２７項目

健康項目（人の健康の保護に関する環境基準）
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◆pH （水素イオン濃度）
◆BOD（生物化学的酸素要求量）・・・河川
◆COD（化学的酸素要求量） ・・・湖沼、海域
◆SS （浮遊物質量） ・・・河川、湖沼
◆DO （溶存酸素量）
◆大腸菌群数
◆ｎ‐ヘキサン抽出物質（油分等) ・・・海域
◆全窒素・・・湖沼、海域
◆全燐 ・・・湖沼、海域
◆全亜鉛 （H15 水生生物環境基準）
◆ノニルフェノール（H24 水生生物環境基準）
◆直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（H25 水生生物環境基準）
◆底層溶存酸素量（H28 水生生物環境基準）

生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準）

計１３項目
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◆底層溶存酸素量の類型及び基準値

類型 類型あてはめの目的 基準値

生物１ ・ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生
息できる場を保全・再生する水域

・ 再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、
再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L

以上

生物２ ・ 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、
水生生物が生息できる場を保全・再生する水域

・ 再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除
き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/L

以上

生物３ ・生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が、生
息できる場を保全・再生する水域

・ 再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再
生産できる場を保全・再生する水域

2.0mg/L

以上
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環境基準達成率（湖沼、ＣＯＤ）
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環境基準達成率（海域、ＣＯＤ）
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◆常時監視：水濁法第１５条
◆環境基準：環境基本法第１６条

地下水環境基準 ２８項目
◆環境モニタリング調査：１０㌔メッシュで１地点（隔年）

４５地点

◆定点モニタリング調査：３５地区１２５地点
環境基準をクリアして５年間

◆特定地下浸透水の浸透禁止：水濁法第１２条の３
◆地下水の浄化措置命令 ：水濁法第１４条の３

Ⅱ-３ 水質の常時監視(地下水)
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環境モニタリング調査
10kmメッシュで１地点（隔年）

Ⅱ-３ 水質の常時監視(地下水)

E-1 F-1 K-1 L-1

L-3 M-3

A-2 B-2 C-2 D-2 E-2 F-2 K-2 L-2

L-4 M-4

A-3 B-3 C-3 D-3 E-3 F-3 G-3 K-3

K-5 L-5 M-5

B-4 C-4 D-4 E-4 F-4 G-4 K-4

K-6 L-6 M-6

B-5 C-5 D-5 E-5 F-5 G-5 H-5

K-7 L-7 M-7

C-6 D-6 E-6 F-6 G-6 H-6 I-6

J-8 K-8 L-8

C-7 D-7 F-7 G-7 H-7 I-7 J-7

C-8 D-8 G-8 I-8

I-10 K-10 L-10

F-9 I-9 J-9 K-９ L-9
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令和元年度結果
◆環境モニタリング４５地点 基準超過あり（２地点 トリクロロエチレン）

（１地点 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）
◆定点モニタリング３５地区（１２５地点）中２１地区（３１地点）基準超過

項 目 地区数 地点数

砒素 ５ ６

トリクロロエチレン ３ ６

テトラクロロエチレン ２ ２

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ７ １１

ふっ素 １ １

クロロエチレン・1,2-ジクロロエチレン・トリクロロエチレン １ １

トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン 1 ２

四塩化炭素・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン １ ２

計 ２１ ３１

Ⅱ-３ 水質の常時監視(地下水)
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◆事故時の措置（法第１４条の２）
①特定事業場における事故による有害物質、
生活環境項目の排出、浸透防止に対する
応急措置と届出

②指定事業場における事故による有害物質、
指定物質の排出、浸透防止に対する応急措置
と届出

③貯油施設等における施設等の事故への措置と
届出

④応急措置の命令

Ⅱ-４ 水質汚濁事故
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◆本県における水質事故への対応
①『水質汚濁に係る事故時の処理要領』に基づき対応
②連絡体制フロー

事故発見者⇒市町等⇒県生活環境課、県東部・中部・
西部健康福祉センター、県土木事務所⇒関係各課

③狩野川、富士川、安倍川、大井川、菊川、天竜川は
国土交通省の水質汚濁連絡協議会等の要領

④現地状況把握、汚濁物質・原因者の特定、事業者
指導

⑤魚類へい死対応マニュアル(当課HP参照)

Ⅱ-４ 水質汚濁事故
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令和元年自然災害による化学物質の流出

事業所の種類 流出化学物質

メッキ工場 シアン化ナトリウム

食品工場 リン化アルミニウム（ボトル）

化学工場 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

鉄工所 油

メッキ工場 シアン化ナトリウム
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Ⅲ 水質汚濁防止法の改正
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水質汚濁防止法施行令の改正 ①

水質汚濁防止法施行令別表第１の特定施設第70号の２の
名称が変更

変更前 自動車分解整備業
変更後 自動車特定整備事業

（令和２年１月31日公布、令和２年４月１日施行）

最近の水質汚濁防止法の改正状況
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水質汚濁防止法施行令の改正 ②

住宅宿泊事業法（平成30年６月15日施行）
環境省が水質汚濁防止法の特定施設に新たに該当することと
なる施設が生ずることが考えられる旨、平成 30 年１月に自治体
宛に通知

規制改革

旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房
施設等を、水濁法第２条第２項の政令で定める特定施設から除外

（令和２年12月19日施行）

近年の法令等の改正状況最近の水質汚濁防止法の改正状況
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Ⅳ 土壌汚染対策法

１ 土壌汚染対策法の概要

２ 土対法の一部改正第一段階(H30年4月)

３ 土対法の一部改正第二段階(H31年4月)
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土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に
関する措置及びその汚染による人の健康に係る被
害の防止に関する措置を定めること等により、土壌
汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護
することを目的とする（法第１条）

Ⅳ-１ 土壌汚染対策法の概要

＜法の目的＞
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① 土壌汚染状況調査の契機（義務）

◆有害物質使用特定施設の使用を廃
止したとき（法第３条）

◆土壌汚染により健康被害が生ずるお
それがあると都道府県知事が認めると
き（法第５条）

◆一定規模以上の形質の変更の届出
の際に、土壌汚染のおそれがあると都
道府県知事等が認めるとき（法第４条） 調査
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◆要措置区域等への指定の申請制度（法第１４条）

自主調査：公正な調査
（公定法と同等な方法）

指定の申請：

土地所有者等の全員の合意

登記事項証明書等

①土壌汚染状況調査の契機（申請）
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②要措置区域等の分類

◆要措置区域（法第６条）

・特定有害物質の摂取経路が

あり、人の健康被害が生じ、

又は生ずるおそれがあるため、

汚染の除去等の措置が必要

な区域

⇒汚染の除去等の措置を指示
（法第７条）

⇒土地の形質変更の原則禁止
（法第９条）

◆形質変更時要届出区域
（法第１１条）

・特定有害物質の摂取経路が

なく、健康被害が生ずるおそ

れがないため、汚染の除去等

の措置が不要な区域（摂取経

路の遮断が行われた区域を

含む。）

⇒土地の形質を変更するとき
に届出が必要（法第12条）

調査の結果：基準不適合あり

健康被害のおそれが「ある」か「ない」か
おそれ「あり」 おそれ「なし」
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③搬出土壌の適正処理

◆規制対象区域からの土壌の搬出規制

⇒搬出に着手する日の１４日前までに届出、計画変更・措置命令等

⇒汚染土壌の処理は汚染土壌処理業者へ委託義務

◆搬出汚染土壌に関する管理票の交付、保存の義務

◆搬出汚染土壌の処理業の許可制度

⇒汚染土壌処理業の許可

⇒許可 全国117施設（R1.12.31時点）、うち県内１施設
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（参考） 県内の区域指定の状況

県 政令市 計

指定種別 要 形 要 形 要 形

平成22年度末 ２ １ １ ６ ３ ７

平成23年度末 ０ ４ ２ ５ ２ ９

平成24年度末 ０ ４ １ ７ １ １１

平成25年度末 ０ ６ ２ ７ ２ １３

平成26年度末 ０ １２ ５ １１ ５ ２３

平成27年度末 ０ ８ ７ １５ ７ ２３

平成28年度末 ０ １２ １０ １７ １０ ２９

平成29年度末 ３ ７ ７ １６ １０ ２３

平成30年度末 ２ ８ ８ １８ １０ ２６

令和２年12月末 １ １５ ８ ２３ ９ ３８

要: 要措置区域、 形: 形質変更時要届出区域
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・土地の形質変更の法４条届出に併せて土壌汚染状況

調査の結果の提出可（調査命令の省略）

・区域指定解除された区域の台帳保管

・汚染土壌処理業の譲渡による承継等追加

・・・・・ほか

Ⅳ-２ 土対法の一部改正第一段階

(H30年４月施行)

（土壌汚染状況調査は土地所有者等の全員の同意が必要）
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Ⅳ-３ 土対法の一部改正第二段階

（H31年４月施行）
＜背景＞

◆土地の汚染状況の把握が不十分
・調査が猶予されている土地において、土壌汚染状況の
把握が不十分
・地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念
◆汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不十分
・要措置区域において、適切な措置が計画・実施されて
いなくても、是正の機会がなく、リスク管理が不十分
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① 土壌汚染状況調査の契機の追加

ア 操業中等により土壌汚染状況調査が猶予されている

土地における形質の変更（法第３条第８項）

イ 有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場

の敷地における土地の形質の変更（法第４条第１項）

② 調査対象となる深度の適正化

③ 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出（法第７条）

④ 特定有害物質の追加（令第１条）

Ⅳ-３ 土対法の一部改正第二段階
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① 土壌汚染状況調査の契機の追加
ア 操業中等により土壌汚染状況調査が猶予されている
土地における形質の変更（法第３条第７項、第８項）

● 土地の利用方法の変更がある場合に届出が必要
→人の健康被害のおそれがないと認められない場合猶予取消

● 土地の利用方法の変更がある場合に届出に加え、900㎡以上の
土地の形質の変更をする場合届出が必要（法第３条第７項）
→県知事は届出された形質変更を行う土地の調査を命令
（法第３条第８項） 【H31年４月追加】
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土壌汚染状況
調査の猶予

土地の利用方法
の変更の届出

土壌汚染
状況調査

【H31年４月追加】

① 土壌汚染状況調査の契機の追加
ア 操業中等により土壌汚染状況調査が猶予されている
土地における形質の変更（法第３条第７項、第８項）

県知事から調査命令
（法第３条第８項）

土地の形質の変更の届出
（法第３条第７項）

900㎡以上の土地の
形質の変更をする場合

土地の利用方法
の変更の届出

人の健康被害が
生じるおそれがない
と認められない場合

【H31年４月追加】
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① 土壌汚染状況調査の契機の追加
イ 有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場
の敷地における土地の形質の変更（法第４条第１項）

●3,000㎡以上の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の
形質の変更に着手する日の30日前までに、県知事に届け出なけれ
ばならない

●有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場の敷地にあっ
ては、900㎡以上とする

例）
操業中の
工場

有害物質使用特定施設

凡例

工場の敷地である土地

届出範囲、調査範囲

1,000㎡

ここを掘削して駐車場として利用

【H31年４月追加】
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➢形質変更の深さ＋１ｍを超える深さは試料採取
の対象としないことができる

② 試料採取等の対象とする深さの限定
（ ３条８項調査、４条調査）

10
ｍ

１ｍ

形質変更範囲汚染のおそれ

10
ｍ

① ②

【H31年４月追加】
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③汚染の除去等の措置内容に関する計画提出（法第７条）

➢要措置区域の土地所有者等に対し、県知事への汚染
の除去等の措置の内容に関する計画及び変更計画、
措置完了報告書の提出を義務付け
（法第７条第１項、第３項、第９項）

➢計画内容が技術的基準に適合しない場合の知事による
計画変更命令を創設
（法第７条第４項） 【H31年４月追加】

【H31年４月追加】
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③汚染の除去等の措置内容に関する計画提出（法第７条）

・要措置区域の指定
・汚染の除去等の措置の指示

汚染の除去等の措置の実施

要措置区域の指定の解除

汚染の除去等の措置の内容に
関する計画の知事への提出

（知事による計画変更命令）

（変更計画の知事への提出）

措置完了報告書の提出

【H31年４月追加】

【H31年４月追加】

【H31年４月追加】

【H31年４月追加】
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土壌汚染対策法まとめ

• 土壌汚染状況調査が必要となる要件が追加さ
れました

→ 法第３条、第４条の届出を忘れずに



公共事業における未届事案の発生

57



環境省からの
注意喚起
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Ⅴ 環境保全行政の体制 （各機関の役割）

県

市町事業者

・届出（設置，変更，廃止）
・自主管理，測定
・ISO14000ｼﾘｰｽﾞ, エコアクション21

・届出受付
・連絡調整

【環境関連団体】
(一社)静岡県環境資源協会
静岡県環境保全協会ほか

・立入検査
・技術相談

・常時監視
・調査研究環境衛生科学研究所

・条例
・計画策定
・情報公開
・研修

国

・法律
・計画策定
・情報公開
・研修

健康福祉センター



押印を求める手続の見直し

60

「押印を求める手続の見直し等のための環境省令の
一部を改正する省令」

（令和２年12月28日公布、施行）

⇒ 水・大気環境行政に係る施行規則の様式で国民
や事業者等に対して押印を求めている手続等の押
印について、押印を廃止



改正対象法令 改正対象条項

水質汚濁防止法施行規則 様式第１、様式第２の２、

様式第５から様式第７まで、

様式第10、様式第10の２

土壌汚染対策法に基づく指
定調査機関及び指定支援
法人に関する省令

様式第一、様式第二、

様式第四から様式第十一まで

土壌汚染対策法施行規則 様式第一から様式第二十まで、
様式第二十四から様式第二十
八まで、様式第三十
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水質汚濁防止法、土壌汚染対策法に係る相談・問合せ窓口

◆政令指定都市（静岡市、浜松市）及び特例市（沼津市、富士市）は

該当市の環境保全担当課へ直接連絡してください。

◆上記以外の市町

⇒東部健康福祉センター生活環境課（電話 ０５５-９２０-２１３６）
※三島市、熱海市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、下田市、
富士宮市、清水町、長泉町、函南町、小山町、東伊豆町、河津町、南伊豆町、
西伊豆町、松崎町

⇒中部健康福祉センター環境課 （電話 ０５４-６４４-９２６８）
※焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町
⇒西部健康福祉センター環境課 （電話 ０５３８-３７-２２５０、２５７１）
※磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、菊川市、湖西市、森町

⇒県庁生活環境課 大気水質班 （電話 ０５４‐２２１‐２２０５、２２５８）

⇒各市町環境保全担当課
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御清聴ありがとうございました


